
 
 
 
 
２０２５／０６／１９　１４：４４　現在の情報です。 
　 
　千葉県長生郡一宮町一宮２９９８番地２ 
　株式会社ＯｎｅＰｌａｎｅｔ 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０４００－０１－１０５１０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　株式会社ＯｎｅＰｌａｎｅｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　千葉県長生郡一宮町一宮２９９８番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃公告をする方法　│　電子公告により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ｈｔｔｐｓ：／／ｋ．ｓｅｃｕｒｅ．ｆｒｅｅ　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ｅ．ｃｏ．ｊｐ／ｃｏｍｐａｎｉｅｓ／８８７　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４４／ａｎｎｏｕｎｃｅｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ただし、事故その他やむを得ない事由によって　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　電子公告による公告をすることができない場合　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　は、官報に掲載する方法により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　平成３０年６月１５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　（１）インターネットのコンテンツの企画、制作及び運営　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）日用雑貨及び服飾雑貨の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）生鮮食品、保存食品及び加工食品の販売　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）アウトソーシング事業の受託及び請負　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）無料職業紹介事業及び有料職業紹介事業　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（６）求人、求職情報提供サービスの企画、運営及び管理業務　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（７）飲食店及び喫茶店の経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（８）賃貸別荘、貸ビル、旅館、ホテルその他の宿泊施設の経営　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（９）キャンプ場、公園、マリーナ等のレジャー施設、スポーツ施設、研修　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　教育施設等の運営並びに賃貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１０）不動産賃貸業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１１）経営コンサルティング業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１２）前各号に附帯関連する一切の事業　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　６１１万２００株　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年１１月３０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年１２月１５日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年１１月３０日変更┃ 
┃並びに種類及び数│　　　１２２万２０４０株　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年１２月１５日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金１２０万円　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月１５日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　５月１７日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承認を受け　┃ 
┃関する規定　　　│　なければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　村　上　智　彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都渋谷区渋谷三丁目１０番１８－３０３号　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　村　上　智　彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　千葉県大網白里市大網３９３番地２Ａ２０１　　│令和　２年　９月２６日住所┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　村　上　智　彦　　　　　　　│移転　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年１２月１５日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃新株予約権　　　│第１回Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の目的たる株式の種類（以下「転換対象株式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は当会社の普通株式とする。但し、次回株式資金調達において発行す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、その発行価額が転換価額と異なる場合には、１株あたり残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先分配額及び当該種類株式の取得と引き換えに発行される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の数の算出上用いられる取得価額は適切に調整される。）とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の行使により当会社が転換対象株式を新たに発行し、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこれに替えて当会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権の発行価額（「募集新株予約権の払込金額若しくはその算定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　方法又は払込を要しないとする旨」に定める額をいう。以下同じ。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の総額を転換価額で除して得られる数とする。但し、本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使により１株未満の端数が生じるときは、１株未満の端数は切り捨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、現金による調整は行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）「転換価額」とは、以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｘ）割当日以降に資金調達を目的として当会社が行う（一連の）株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の発行（当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　除く総調達額が７０，０００，０００円以上のものに限るものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　し、以下「次回株式資金調達」という。）における１株あたり発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　行価額に０．８を乗じた額　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｙ）８００，０００，０００円（以下「評価額上限」という。）を次　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　回株式資金調達の払込期日（払込期間が設定された場合には、払　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　込期間の初日）の直前における完全希釈化後株式数で除して得ら　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　なお、「完全希釈化後株式数」とは、当会社の発行済普通株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　総数（但し、自己株式を除く。）をいう。但し、完全希釈化後株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式数の算出上、普通株式以外の株式等（但し、本新株予約権及び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　約権を除く。）についてはその時点で全て普通株式に転換され又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　は当該株式等に付された権利が行使され普通株式が発行されたも　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　のと仮定し、本号（ｃ）の場合を除き、当会社において発行を決　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　定し未だ未発行の新株予約権があるときは、当該新株予約権のす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　べてが行使され普通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とは、当会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当会社の株式を取得できる権利をいう。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前号にかかわらず、割当日の２４ヶ月後の応当日（以下「転換期限」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　という。）以降における転換価額は、評価額上限を「新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使の条件」（ｂ）号に基づく承認がなされた日における完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　化後株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｃ）前二号にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に支配権移転取引等を当会社が承認した場合における転換価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　評価額上限を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「支配権移転取引等」とは、（ｉ）当会社の資産の全部又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、（ⅱ）合併、株式交換又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は株式移転（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合を除く。）、（ⅲ）吸収分割又は新設分割（但し、当会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直前における当会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議決権の過半数を有することになる場合を除く。）、（ⅳ）当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株式等の譲渡又は移転（但し、かかる取引の直前における当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数を保有することになる場合を除く。）、又は（ⅴ）当会社の解散　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当会社の持株会社（当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　社の完全親会社であり、当会社の株主がかかる行為の直前における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る会社をいう。）の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり１００万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権の行使に際して出資すべき価額は１円とする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権は、割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発生し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以前に支　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）前（ａ）号にかかわらず、次回株式資金調達が転換期限までに発生し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合における本新株予約権の行使は、本新株予約権（転換価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を含む。以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　下本（ｂ）号において同じ。）の発行価額の総額の過半数の本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　約権の保有者がこれを承認した場合に限り行うことができる。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）株式を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社は、次回株式資金調達を行うことを決定した場合、当該取引の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日まで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に行使されなかった本新株予約権をすべて取得するものとし、当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の発行価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額をその時点における転換価額で除して得られる数の転換対象株式を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付する。なお、上記の転換対象株式の数の算出にあたって１株に満　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　たない端数が生じたときは、会社法第２３４条の規定に従って金銭を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）金銭を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の実　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日までに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使されなかった本新株予約権をすべて取得するのと引換えに、各本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権につき本新株予約権の発行価額の２倍に相当する金銭を交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月２８日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第１ａ回Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の目的たる株式の種類（以下「転換対象株式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は当会社の普通株式とする。但し、次回株式資金調達において発行す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、その発行価額が転換価額と異なる場合には、１株あたり残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先分配額及び当該種類株式の取得と引き換えに発行される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の数の算出上用いられる取得価額は適切に調整される。）とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の行使により当会社が転換対象株式を新たに発行し、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこれに替えて当会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権の発行価額（「募集新株予約権の払込金額若しくはその算定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　方法又は払込を要しないとする旨」に定める額をいう。以下同じ。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の総額を転換価額で除して得られる数とする。但し、本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使により１株未満の端数が生じるときは、１株未満の端数は切り捨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、現金による調整は行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）「転換価額」とは、以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｘ）割当日以降に資金調達を目的として当会社が行う（一連の）株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の発行（当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　除く総調達額が７０，０００，０００円以上のものに限るものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　し、以下「次回株式資金調達」という。）における１株あたり発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　行価額に０．８を乗じた額　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｙ）８００，０００，０００円（以下「評価額上限」という。）を次　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　回株式資金調達の払込期日（払込期間が設定された場合には、払　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　込期間の初日）の直前における完全希釈化後株式数で除して得ら　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　なお、「完全希釈化後株式数」とは、当会社の発行済普通株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　総数（但し、自己株式を除く。）をいう。但し、完全希釈化後株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式数の算出上、普通株式以外の株式等（但し、本新株予約権及び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　約権を除く。）についてはその時点で全て普通株式に転換され又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　は当該株式等に付された権利が行使され普通株式が発行されたも　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　のと仮定し、本号（ｃ）の場合を除き、当会社において発行を決　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　定し未だ未発行の新株予約権があるときは、当該新株予約権のす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　べてが行使され普通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とは、当会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当会社の株式を取得できる権利をいう。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前号にかかわらず、割当日の２４ヶ月後の応当日（以下「転換期限」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　という。）以降における転換価額は、評価額上限を「新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使の条件」（ｂ）号に基づく承認がなされた日における完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　化後株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｃ）前二号にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に支配権移転取引等を当会社が承認した場合における転換価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　評価額上限を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「支配権移転取引等」とは、（ｉ）当会社の資産の全部又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、（ⅱ）合併、株式交換又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は株式移転（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合を除く。）、（ⅲ）吸収分割又は新設分割（但し、当会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直前における当会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議決権の過半数を有することになる場合を除く。）、（ⅳ）当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株式等の譲渡又は移転（但し、かかる取引の直前における当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数を保有することになる場合を除く。）、又は（ⅴ）当会社の解散　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当会社の持株会社（当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　社の完全親会社であり、当会社の株主がかかる行為の直前における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することにな　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　る会社をいう。）の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり１００万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権の行使に際して出資すべき価額は１円とする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権は、割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発生し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以前に支　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）前（ａ）号にかかわらず、次回株式資金調達が転換期限までに発生し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合における本新株予約権の行使は、本新株予約権（転換価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を含む。以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　下本（ｂ）号において同じ。）の発行価額の総額の過半数の本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　約権の保有者がこれを承認した場合に限り行うことができる。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）株式を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社は、次回株式資金調達を行うことを決定した場合、当該取引の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日まで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に行使されなかった本新株予約権をすべて取得するものとし、当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の発行価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額をその時点における転換価額で除して得られる数の転換対象株式を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付する。なお、上記の転換対象株式の数の算出にあたって１株に満　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たない端数が生じたときは、会社法第２３４条の規定に従って金銭を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）金銭を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の実　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日までに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使されなかった本新株予約権をすべて取得するのと引換えに、各本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権につき本新株予約権の発行価額の２倍に相当する金銭を交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　８月２５日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月１７日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　６月１５日登記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


